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１．件名 

イベント管理システムの改修 

２．目的及び概要 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」）福島廃炉安全工学
研究所 廃炉環境国際共同研究センターにおいて運用しているイベント管理システム
「Conference ER」について、機能追加による利便性向上を目的として改修作業を実
施するものである。 

３．作業実施場所 

(1) 〒979-1151 
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 790-1 
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 
廃炉環境国際共同研究センター 国際共同研究棟 2F計算機室 

(2) 受注者環境 

４．納期 

202６年 12月 25日 

５．作業内容 

本システムについて、原子力機構・サイバーセキュリティ統括室が管理する公開用
Webサーバ上に構築しているイベント管理システム「Conference ER」に対し、下記
5.1に示す改修作業を実施すること。また、同様の改修作業をテスト環境用 PCに対し
ても実施すること。 

5.1 イベント管理システムの改修 

(1) イベント主催者向け機能 
資料のアップロードおよびダウンロード 

(2) イベント参加者向け機能 
資料のアップロードおよびダウンロード 

(3) 動作・表示条件 
Microsoft Edge、Google Chrome等の主要なブラウザで正常に表示される
こと。また、イベント参加者向け機能については、スマートフォンおよびタ
ブレット等のモバイル端末の主要なWebブラウザにも対応すること。 

(4) 改修対象環境 
改修作業は、以下の公開用Webサーバ環境に準拠して実施すること。 
・OS：Red Hat Enterprise Linux release 9.7 (Plow) 
・Webサーバ：Apache HTTP Server 2.4.62 
・スクリプト言語：PHP 8.0.30 
・データベース：MariaDB 10.5.29  
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5.2 テスト環境用 PCの改修 

(1) 仮想化ソフトウェア(VirtualBox)を用いてテスト用の RHEL環境を構築して
いる当該 PCについても同様の改修作業を実施すること。なお、当該 PCス
ペックは以下のとおりである。 
・OS：Windows11 Pro 
・CPU：Intel Core i5-10500 (3.10GHz) 
・メモリー：16GB 
・ストレージ：1TB SSD 
・光学ドライブ：外付け DVDドライブ(USB接続) 

5.3 アップデート手順書の修正 

(1) 原子力機構による脆弱性対応の指示に伴うミドルウェアのアップデート方法
に変更が生じた場合（ミドルウェアの追加を含む）は、手順書を修正すること。
ただし、サイバーセキュリティ統括室が実施するアップデートおよびプログ
ラムに影響を及ぼすものは対象外とする。 

5.4 動作試験 

(1) 動作試験として、現地立会試験を実施すること。 
(2) 現地立会試験は、原則として発注者および受注者双方の立会いのもと、検査要

領書に基づいて実施するものとする。 
(3) 検査要領書に基づいて実施した検査結果は、検査報告書として提出すること。 

5.5 作業環境等 

(1) CI/CD環境は未整備であり、機構外からのネットワーク接続は不可とする。 
このため、改修作業は原則として現地にて実施するものとする。 
現地においては、専用 PCを用いて公開Webサーバ・コンテンツサーバ・
D/Bサーバへ直接アクセスし、必要な作業を行うこと。 

(2) 開発期間中の打ち合わせは、Web会議による実施も可とする。なお、使用可
能なWeb会議ツールは、Microsoft Teamsまたは Zoomとする。 

5.6 作業範囲等 

(1) 作業開始前においては、受注者が事前に現地調査を実施し、作業環境の状況を
確認すること。 

(2) テスト環境を構築する PC は、原子力機構が用意する。ただし、PC の持ち出
しにあたっては、原子力機構所定の手続きを行うこと。 

(3) 改修作業に必要となるアカウント情報等は、事前に原子力機構が提供する。 
(4) 仕様書に記載されていない構築作業に必要な機器や機材等は、受注者が自ら

用意すること。 
(5) 納入のタイミングは、原子力機構と調整の上で実施すること。 
(6) 本件作業で発生した部材・梱包箱等の不要品については、受注者の責任におい

て廃棄すること。 
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６．貸与品 

現地での構築作業や動作確認作業等を行うための PCおよびテスト環境構築用 PC 

７．提出書類 
 

名称 提出期限 部数 
1 実施計画書 契約締結後速やかに 1部 
2 工程表 契約締結後速やかに 1部 
3 設定書 作業完了後 1部 
4 委任又は下請負届 契約締結後速やかに 1部 
5 検査要領書 検査実施前 1部 
6 検査報告書 検査実施後速やかに 1部 
7 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部 
8 その他必要な書類 必要な都度 必要部数 

[書類提出場所] 
〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 790-1 

日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 
廃炉環境国際共同研究センター 国際共同研究棟 2F事務室 

８．検収条件 

「７．提出書類」の完納と「５．作業内容」に準拠して改修された本機能が検査要領書
に基づき正常に動作することの確認をもって、検収とする。 

９．グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する
法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採
用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に
定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

１０．協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じ
た場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする｡なお、決定事項につい
ては議事録に記録し、両者で確認のうえ、適切に保管・管理するものとする。 

１１．適用法規・規定等 

受注者は、当仕様書記載事項の他、次の事項を遵守するものとする。 
・別紙_産業財産権特約条項 
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１２．検査員、監督員 

検査員：一般検査 管財担当課長 
監督員：廃炉環境国際共同研究センター 廃炉マネジメントグループ員 

１３．特記事項 

(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び
高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵
守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。また、業
務の実施に当たって、原子力機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示
に従うこと。 

(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、
技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出し
て発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供す
ることはできない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合
はこの限りではない。 

(3) 納入物件の所有権及び著作権、その他技術情報に関わるものの権利は、原子力機構
に帰属するものとする。 

(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとす
る。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者が
その原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに結果について機構の
確認を受けること。 

 

以上 



産業財産権特約条項 
 
 

（乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属） 
第１条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案（以下「発明

等」という。）に対する特許権、実用新案権又は意匠権（以下「特許権等」と

いう。）を取得する場合は、単独で出願できるものとする。ただし、出願する

ときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知する

ものとする。 
 
（乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等） 
第２条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する

場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者

と約定しなければならない。 
 
（乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾） 
第３条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究の
ために実施することができる。甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又

は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許

諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 
 
（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理） 
第４条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を

取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のた

めの費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 
 
（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施） 
第５条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないも

のとする。ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代

行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾すること

ができるものとする。 
２ 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的

実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料

等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 
 
（秘密の保持） 
第６条 甲及び乙は、第１条及び第４条の発明等の内容を出願により内容が公

開される日まで他に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ書面により出願

を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 



 
（委任・下請負） 
第７条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場

合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するも

のとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 
２ 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、

甲に対し全ての責任を負うものとする。 
 
（協議） 
第８条 第１条及び第４条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同

の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 
第９条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅す

る日までとする。 




